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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
負 荷 に 電 力 を 供 給 す る 電 力 供 給 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 電 力 を 発 電 し 前 記 負 荷 に 供 給 す る 複 数 の 燃 料 電 池 と 、
　 前 記 燃 料 電 池 の 発 電 量 を 制 御 す る 制 御 部 と 、

電
力 供 給 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

　 そ れ ぞ れ の 前 記 燃 料 電 池 の 発 電 電 力 毎 で 、 か つ 前 記 燃 料 電 池 の 周 囲 温 度 毎 の 発 電 効 率 を
格 納 す る 効 率 格 納 部 と 、
を 備 え 、
　 前 記 制 御 部 は 、 そ れ ぞ れ の 前 記 燃 料 電 池 の 周 囲 温 度 に 基 づ い て 、 前 記 効 率 格 納 部 が 格 納
し た 前 記 発 電 効 率 を 用 い て 、 前 記 複 数 の 燃 料 電 池 の 全 体 の 発 電 効 率 が 最 大 と な る よ う に 、
そ れ ぞ れ の 前 記 燃 料 電 池 の 発 電 量 を 制 御 し て 前 記 負 荷 に 供 給 す る べ き 電 力 を 発 電 さ せ る

そ れ ぞ れ の 前 記 燃 料 電 池 の 前 記 発 電 電 力 毎 の 発 電 効 率 を 算 出 し 、 前 記 効 率 格 納 部 が 格 納 し
た 前 記 発 電 効 率 を 更 新 す る 効 率 算 出 部 を 更 に 備 え る 請 求 項 １ に 記 載 の 電 力 供 給 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 部 は 、 補 助 と し て 電 力 を 発 電 す べ き 少 な く と も 一 つ の 補 助 燃 料 電 池 を 、 前 記 複 数
の 燃 料 電 池 か ら 順 次 選 択 し 、
　 前 記 効 率 算 出 部 は 、 前 記 補 助 燃 料 電 池 の 前 記 発 電 効 率 を 算 出 す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 電 力
供 給 シ ス テ ム 。



【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】
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前 記 制 御 部 は 、 前 記 補 助 燃 料 電 池 の 発 電 量 を 順 次 変 化 さ せ て 前 記 効 率 算 出 部 に 前 記 発 電 効
率 を 算 出 さ せ 、 前 記 複 数 の 燃 料 電 池 の う ち 、 前 記 補 助 燃 料 電 池 以 外 の 前 記 燃 料 電 池 に 、 前
記 負 荷 に 供 給 す る べ き 電 力 と 前 記 補 助 燃 料 電 池 の 発 電 量 と の 差 分 の 電 力 を 発 電 さ せ る 請 求
項 ３ に 記 載 の 電 力 供 給 シ ス テ ム 。

前 記 効 率 算 出 部 は 、 前 記 効 率 格 納 部 が 格 納 し た 前 記 補 助 燃 料 電 池 の 前 記 発 電 効 率 の う ち 、
前 記 発 電 効 率 を 算 出 し た と き の 前 記 補 助 燃 料 電 池 の 周 囲 温 度 に 対 応 す る 前 記 発 電 効 率 を 更
新 す る
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 電 力 供 給 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 部 は 、 前 記 複 数 の 燃 料 電 池 の う ち 、 稼 働 時 間 が 予 め 定 め ら れ た 時 間 に な っ た 前 記
燃 料 電 池 を 、 前 記 補 助 燃 料 電 池 と し て 選 択 す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 電 力 供 給 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 部 は 、 前 記 複 数 の 燃 料 電 池 の う ち 、 総 発 電 量 が 予 め 定 め ら れ た 電 力 に な っ た 前 記
燃 料 電 池 を 、 前 記 補 助 燃 料 電 池 と し て 選 択 す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 電 力 供 給 シ ス テ ム 。

前 記 効 率 算 出 部 は 、 前 記 燃 料 電 池 の 累 積 稼 働 時 間 に 対 す る 前 記 発 電 効 率 の 劣 化 の 大 き さ を
示 す 劣 化 情 報 が 予 め 与 え ら れ 、 そ れ ぞ れ の 前 記 燃 料 電 池 の 累 積 稼 働 時 間 に 基 づ い て 、 そ れ
ぞ れ の 前 記 燃 料 電 池 の 前 記 発 電 効 率 を 算 出 す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 電 力 供 給 シ ス テ ム 。

前 記 効 率 算 出 部 は 、 前 記 燃 料 電 池 の 累 積 発 電 量 に 対 す る 前 記 発 電 効 率 の 劣 化 の 大 き さ を 示
す 劣 化 情 報 が 予 め 与 え ら れ 、 そ れ ぞ れ の 前 記 燃 料 電 池 の 累 積 発 電 量 に 基 づ い て 、 そ れ ぞ れ
の 前 記 燃 料 電 池 の 前 記 発 電 効 率 を 算 出 す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 電 力 供 給 シ ス テ ム 。

複 数 の 住 居 を 備 え る 集 合 住 宅 で あ っ て 、
　 そ れ ぞ れ の 前 記 住 居 毎 に 設 け ら れ た 複 数 の 燃 料 電 池 と 、
　 前 記 複 数 の 燃 料 電 池 の 総 発 電 量 が 、 前 記 複 数 の 住 居 の 総 需 要 電 力 と 略 等 し く な る よ う に
、 前 記 複 数 の 燃 料 電 池 を 制 御 す る 制 御 部 と 、
　 そ れ ぞ れ の 前 記 燃 料 電 池 の 発 電 電 力 毎 で 、 か つ 前 記 燃 料 電 池 の 周 囲 温 度 毎 の 発 電 効 率 を
格 納 す る 効 率 格 納 部 と 、
　 前 記 複 数 の 燃 料 電 池 が 発 電 し た 電 力 を 各 戸 の 負 荷 に 分 配 す る 配 電 部 と
を 備 え 、
　 前 記 制 御 部 は 、 そ れ ぞ れ の 前 記 燃 料 電 池 の 周 囲 温 度 に 基 づ い て 、 前 記 効 率 格 納 部 が 格 納
し た 前 記 発 電 効 率 を 用 い て 、 前 記 複 数 の 燃 料 電 池 の 全 体 の 発 電 効 率 が 最 大 と な る よ う に 、
そ れ ぞ れ の 前 記 燃 料 電 池 の 発 電 量 を 制 御 し て 前 記 負 荷 に 供 給 す る べ き 電 力 を 発 電 さ せ る
集 合 住 宅 。
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